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個人情報ファイル
の利用目的

公職選挙法第１９条事務・業務の根拠法令等

所在地 浜田市殿町1番地

選挙時の選挙人を名簿で管理し、投票の確認資料及び閲覧資料とする

無

人種 社会的身分 病歴

浜田市内の有権者
記録範囲（個人情報の対象
者の範囲）

対象者数
（個人情報登録件数）

10,000人以上50,000人未満

業務従事者数 30人未満

学業成績・学歴

資格

電話番号

賞罰

団体加入

趣味

家族状況

居住状況

課税状況

納税状況

戸籍的事項等

婚姻歴

社会生活及び家庭
生活に関する事項

財産等の状況

収集の手段 住民基本台帳

その他

その他

課名 係名

選挙管理委員会事務局 選挙係

個人情報ファイル簿

選挙人名簿（選挙時）個人情報ファイルの名称

部名

選挙管理委員会

個人情報ファイルを利用す
る事務を所管する組織（＝
開示請求等を受理する組
織）の名称及び所在地

実施機関の名称 選挙管理委員会

年齢

生年月日

国籍

本籍

親族関係

性別

有

個人番号

氏名

住所

意見・要望

相談内容

個人識別符号

その他

資産内容

収入・所得

公的扶助の有無

取引状況

職業・職歴

職位
個
人
情
報
の
記
録
項
目

犯罪の経歴又は犯罪により害を被った事実

個
人
情
報
の
収
集
方
法

収集先の名称 住民基本台帳担当課

収
集
の
相
手
方

実施機関内 他の実施機関 他の官公庁

公共・公益団体 民間 私人

本人以外から収集

要
配
慮
個
人
情
報

信条



（裏面） No. 739
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委託先の名称

有

番号法

電算処理ファイル

情報提供ネット
ワークシステム
による情報連携

省令第2条の表　項番

実施する

利用根拠

無

住基法

実施しない

条例

番号法別表　項番

マニュアル処理ファイル

その利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイル

法令名及び条番号

個人情報ファイルの種別

外部委託

投票所入場券
個人情報が記録されている
主な公文書の名称

個人情報の経常的提供先
外部提供の有無：
ただし、選挙期日の公示・告示から選挙期日後５日に当たる日までの間を除
く。

再委託

委託先又は再委託先が「外国の事業者」

個
人
番
号
の
利
用

備　　考

該当する記録項目

法令名及び条番号

該当する記録項目

法令名及び条番号

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
手
続
等

開示関係

訂正関係

利用停止関係



様式第1号（第2条関係） No. 741
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個人情報ファイル
の利用目的

農業委員会等に関する法律事務・業務の根拠法令等

所在地 浜田市殿町1番地

農業委員会委員の選挙人名簿を年１回調整の上、保管する。農業委員会委員
の選出方法が公選制から市長村長の選任性へ変更されたためＨ28から新たな
保有は必要なし

無

人種 社会的身分 病歴

農業従事者
記録範囲（個人情報の対象
者の範囲）

対象者数
（個人情報登録件数）

1,000人以上5,000人未満

業務従事者数 30人未満

学業成績・学歴

資格

電話番号

賞罰

団体加入

趣味

家族状況

居住状況

課税状況

納税状況

戸籍的事項等

婚姻歴

社会生活及び家庭
生活に関する事項

財産等の状況

収集の手段 本人からの関係書類の提出及び聴取

その他

その他

課名 係名

選挙管理委員会事務局 選挙係

個人情報ファイル簿

農業委員会委員選挙人名簿個人情報ファイルの名称

部名

選挙管理委員会

個人情報ファイルを利用す
る事務を所管する組織（＝
開示請求等を受理する組
織）の名称及び所在地

実施機関の名称 選挙管理委員会

年齢

生年月日

国籍

本籍

親族関係

性別

有

個人番号

氏名

住所

意見・要望

相談内容

個人識別符号

その他

資産内容

収入・所得

公的扶助の有無

取引状況

職業・職歴

職位
個
人
情
報
の
記
録
項
目

犯罪の経歴又は犯罪により害を被った事実

個
人
情
報
の
収
集
方
法

収集先の名称

収
集
の
相
手
方

実施機関内 他の実施機関 他の官公庁

公共・公益団体 民間 私人

本人以外から収集

要
配
慮
個
人
情
報

信条



（裏面） No. 741
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委託先の名称

有

番号法

電算処理ファイル

情報提供ネット
ワークシステム
による情報連携

省令第2条の表　項番

実施する

利用根拠

無

住基法

実施しない

条例

番号法別表　項番

マニュアル処理ファイル

その利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイル

法令名及び条番号

個人情報ファイルの種別

外部委託

名簿掲載申請書
個人情報が記録されている
主な公文書の名称

個人情報の経常的提供先 毎年２月23日から15日間

再委託

委託先又は再委託先が「外国の事業者」

個
人
番
号
の
利
用

備　　考

該当する記録項目

法令名及び条番号

該当する記録項目

法令名及び条番号

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
手
続
等

開示関係

訂正関係

利用停止関係



様式第1号（第2条関係） No. 743
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個人情報ファイル
の利用目的

公職選挙法第19条事務・業務の根拠法令等

所在地 浜田市殿町1番地

平時の選挙人を名簿管理し、閲覧資料とする。

無

人種 社会的身分 病歴

浜田市内の有権者
記録範囲（個人情報の対象
者の範囲）

対象者数
（個人情報登録件数）

10,000人以上50,000人未満

業務従事者数 30人未満

学業成績・学歴

資格

電話番号

賞罰

団体加入

趣味

家族状況

居住状況

課税状況

納税状況

戸籍的事項等

婚姻歴

社会生活及び家庭
生活に関する事項

財産等の状況

収集の手段 住民基本台帳

その他

その他

課名 係名

選挙管理委員会事務局 選挙係

個人情報ファイル簿

選挙人名簿（通常）個人情報ファイルの名称

部名

選挙管理委員会

個人情報ファイルを利用す
る事務を所管する組織（＝
開示請求等を受理する組
織）の名称及び所在地

実施機関の名称 選挙管理委員会

年齢

生年月日

国籍

本籍

親族関係

性別

有

個人番号

氏名

住所

意見・要望

相談内容

個人識別符号

その他

資産内容

収入・所得

公的扶助の有無

取引状況

職業・職歴

職位
個
人
情
報
の
記
録
項
目

犯罪の経歴又は犯罪により害を被った事実

個
人
情
報
の
収
集
方
法

収集先の名称 住民基本台帳担当課

収
集
の
相
手
方

実施機関内 他の実施機関 他の官公庁

公共・公益団体 民間 私人

本人以外から収集

要
配
慮
個
人
情
報

信条



（裏面） No. 743
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委託先の名称

有

番号法

電算処理ファイル

情報提供ネット
ワークシステム
による情報連携

省令第2条の表　項番

実施する

利用根拠

無

住基法

実施しない

条例

番号法別表　項番

マニュアル処理ファイル

その利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイル

法令名及び条番号

個人情報ファイルの種別

外部委託

個人情報が記録されている
主な公文書の名称

個人情報の経常的提供先
外部提供の有無：
ただし、選挙期日の公示・告示から選挙期日後５日に当たる日までの間を除
く。

再委託

委託先又は再委託先が「外国の事業者」

個
人
番
号
の
利
用

備　　考

該当する記録項目

法令名及び条番号

該当する記録項目

法令名及び条番号

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
手
続
等

開示関係

訂正関係

利用停止関係


